
新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）への対応
(2020年7月2日)

A.I.Tax and Legal Advisors Co., Ltd.
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• 7月2日に民間航空庁(CAAT)は新告知を公布し、6月29日付告知(弊社より6月30日にご案内済)を無効と
しました。

• 変更部分は2箇所あります。(1)着陸を許可する国際航空機の区分に入国を許可する乗客を乗せた航空
機を追加し7区分とした点、及び(2)タイ入国を許可する乗客はCOVID-19問題解決センター（CCSA)命
令第7/2563号別紙に規定する感染防止措置(4ページ目ご参照)に従うことを求める点になります。

• なお本日時点で、ANAが7/16から毎日1便、羽田バンコク間のフライトを再開予定です。

• (1) 7月3日以降、着陸を許可する国際航空機は下記7区分となります。
①政府または軍用航空機(State or Military aircraft)
②緊急着陸航空機(Emergency landing)
③乗客の降機を伴わないテクニカルランティングをする航空機(Technical landing)
④人道目的、医療目的の着陸またはCOVID-19の影響を受ける人々に対する支援物資輸送機
(Humanitarian aid, medical and relief flights)
⑤タイへ帰国する者、タイの居所へ戻ることを許可された者を乗せた航空機(Repatriation)
⑥貨物機(Cargo aircraft)
⑦第3項に規定するタイへの入国が許可された乗客を載せた航空機

2

民間航空庁（CAAT)告知（7月2日付）



民間航空庁（CAAT)告知（7/2付）(続)
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• (2)国際航空機でタイ入国を許可する乗客は下記11区分になります。

①タイ国籍者

②首相または緊急事態解決の責任者が許可または必要のためタイへの入国を招待した例外的な者

③タイ国籍者を有する者の配偶者、父母または子女で外国籍の者

④タイ国籍を有していないがタイ国内に居住する、または居住することを許可された者

⑤就労許可証または法律に従いタイで就労を許可された者及びその配偶者及び子女

⑥必要な貨物を輸送する者。ただし、業務が終了次第、直ちに出国すること。

⑦業務遂行のため入国する必要があり、明確な出国予定時刻を有する航空機の管理者または航空機の乗員。

⑧タイ国籍を有していないタイ国内の教育機関の生徒・学生及びこれらの父母または保護者

⑨タイ国籍を有していないがタイ国内の病院で治療を受ける必要のある者とその付き添い者。ただし、

COVID-19の治療のための入国ではないこと。

⑩外交団、領事団、国際機関の所属者または外国政府・国際機関の代理人でタイ国内で業務遂行するために

入国する者、またその他国際機関所属でタイ外務省が必要と許可した者。また配偶者、父母、子女も含める。

⑪タイ国籍を有していないが外国とのSpecial Arrangementに従いタイ国内への入国が許可された者
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6/29付告知から変更無し



民間航空庁（CAAT)告知（7/2付）(続)
• COVID-19問題解決センター（CCSA)命令第7/2563号別紙に規定する感染防止措置は下記になります

（一部のみ抜粋）。
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入国時に必要な主な書類 入国証明
書(COE)

Fit To Fly
健康証明

RT-PCR
検査証明

ASQ予約確
認書

到着後の主な措置

⑤タイ国籍を有していない者で就
労許可証または法律に従いタイで
就労を許可された者及びその配偶
者及び子女

○ ○ ○ ○ ①14日間ASQ強制隔離
②アプリ監視
③隔離中にPCR検査2回

⑪タイ国籍を有していない
が外国とのSpecial 
Arrangement*に従いタイ
国内への入国が許可された
者 *現時点で詳細不明

長期 ○ ○ ○ ○

短期 ○ ○ ○

✕
宿泊先の予
約確認書＋
渡航計画書

①到着時にPCR検査
②渡航計画通りか監視
③専用車両の使用

(注)①COEは渡航前に出発国のタイ大使館/領事館で申請します。日本での申請必要書類等はタイ大使館/領事館から未公表です。
②日本で自費で渡航のためのPCR検査を受けられるクリニックのリストです。→https://plaza.umin.ac.jp/jstah/pdf/pcr20200702.pdf

③代替隔離施設(ASQ)は現時点で14箇所です。→ 1. Movenpick wellness BDMS Resort Hotel 2. Qiu Hotel 3. The Idle residence 4. Grand Richmond Hotel 

5. Royal Benja Hotel 6. Anantara Siam Bangkok Hotel 7. Grande Centerpoint Hotel Sukhumvit 55 8. AMARA Hotel 9. The Kinn Bangkok hotel 10. Siam mandarina Hotel 

11. TwoThree Hotel 12. Anantara Riverside Bangkok Resort 13.Tango Hotel 14. Amari BURIRAM UNITED Hotel

https://plaza.umin.ac.jp/jstah/pdf/pcr20200702.pdf

